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課室名:課室名:疾病対策課

内線:内線:3572

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

昭和45年度～
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公衆衛
生費

衛生費 予防費

説明事業

予防接種事故対策費

戦略項目

担当名:担当名:感染症・新型インフルエンザ対策

予防接種法第26条第2項 03　　　医療の安心

010302　地域医療体制の充実

予算額

決定額 68,43768,437

前年額 54,42354,423

45,62345,623

36,28036,280

22,81422,814

18,14318,143

14,01414,014

前年との
対比

財　　源　　内　　訳

国庫支出金
一般財源

番号

予防接種事故対策事業費

１　事業概要

　予防接種法に基づき、市町村が予防接種健康被害者に

対して行う給付金の負担及び市町村で発生した重篤な予

防接種健康被害にかかる調査に要する費用の補助を行う

。

（１）市町村が予防接種健康被害者に対して支払う給付

金の負担　              68,257千円

（２）市町村の予防接種事故健康被害調査委員会が行う

調査等に要する費用の補助 　180千円

２　事業主体及び負担区分

(国1/2・県1/4)市町村1/4

３　地方財政措置の状況

なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

9,500千円×0.1人＝950千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　市町村が予防接種健康被害者に対して支払う給付金の負担
　　　　県内の健康被害認定者　２３名（１７市町）　　　　70,137千円→68,257千円
　　イ　市町村の予防接種健康被害調査委員会が行う調査等に要する費用の補助
　　　　健康被害案件が生じ、委員会で調査を行う場合に補助　 180千円

（２）事業計画
　　　予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害の迅速な救済を図る。

（３）事業効果
　　　予防接種健康被害者の生活を経済的に援助する。

（４）その他
　　　前年からの変更点：健康被害者の新規認定に伴う予防接種事故対策事業負担金の増額

(単位：千円)

分野施策


